
大使館領事部臨時職員の募集 

 

２０２２年９月３０日 

在中国日本国大使館 

 

 

在中国日本国大使館では臨時職員（中国人職員）を以下のとおり募集します。 

 

【業務内容】大使館領事部における窓口・電話応対業務 

【勤務期間】２０２２年１２月１５日から２０２３年５月２１日まで（予定） 

【募集人数】１名 

【応募資格】 

（１）中国国籍を有していること。 

（２）日本語で通常業務を行うことができること（目安：日本語能力検定試験 N1）。 

（３）大学本科以上の学歴（専門は問いません）を有すること。 

（４）基本的なパソコン操作（Word、Excel 等）ができること。 

（５）当館が定める勤務時間で勤務が可能であること。 

（６）北京市内に居住していること。 

（７）外交服務集団有限公司人力資源服務分公司における手続きを経て、すぐに勤務を開始

できること。 

【待遇】 

（１）給与：大使館の規定による。 

（２）勤務時間：月曜日～金曜日及び当館が定める出勤日（9:00～12:00、13:00～17:45） 

但し、勤務時間外に業務を行うこともあり得る。 

（３）休日：土曜日、日曜日及び大使館が定める休館日 

【応募期限】２０２２年１０月１４日（金）（必着） 

【応募資料】  

履歴書（顔写真添付）を以下まで郵送してください。履歴書は返却しません。 

100600 北京市朝陽区亮馬橋東街１号日本大使館領事部（封筒に「臨時職員応募」と記す） 

【採用まで】 

（１）応募資料により第一次審査（書面）を行います。 

（２）第一次審査合格後に、第二次審査（面接）を行います。 

（３）第二次審査合格後、外交服務集団有限公司人力資源服務分公司における手続きを経て、

採用となります。 

（４）不合格の方への御連絡はいたしません。 

 


